
エー里塑

泰
寺
に
、
天
保
入
年
泉
州
梅
筏
寺
に
、
十
二
年
強
州

極
楽
寺
に
、
同
年
同
州
法
施
寺
に
、
拡
化
二
年
石
州

永
明
寺
に
、
五
年
越
中
光
磁
寺
等
に
移
住
し
、
第
永

三
年
六
周
大
莱
寺
に
入
。
、
一
住
十
二
年
、
文
久
元

年
十
周
越
中
紳
宮
寺
に
隠
居
し
、
麗
隠
元
年
間
五
周

十
六
日
七
十
三
歳
を
以
て
寂
し
た
。

ホ
シ
ン
テ
イ
圏
辛
事
金
制
停
に
於
け
る
駕
門
俳

人
の
賂
鋭
0

・
草
花
牧
童
先
づ
之
を
群
へ
、
閥
裏
門
の

松
菊
を
経
て
、
甘
谷
・
巴
.
石
・
柳
誠
倒
壊
い
だ
。

ホ
ソ
カ
ハ
細
川
珠
洲
郡
飯
塚
領
山
か
ら
流
出

し
、
正
院
領
で
悔
に
入
る
。
流
桟
ご
粁
七
詐
。

ホ

y
カ
ハ
ウ
ン
ポ
ウ
細
川
雲
峰
鹿
島
謝
金
丸

の
入
。
遁
構
仁
平
。
家
世
々
践
を
薬
と
し
た
が
、
雲

怖
は
山
崎
霊
山
に
備
を
製
び
、
山
水
花
'
肢
を
得
意
と

し
た
。
明
治
九
年
夜
、
齢
六
十
五
。

ホ
ソ
キ
ガ
ン
シ
細
木
鑑
定
悶
軍
部
骨
良
の
俳

人
。
部
地
解
は
坂
東
氏
、
簡
は
宗
久
、
腕
股
を
也
足
軒

と
い
う
た
。
文
政
十
二
年
十
一
用
品
H
六
日
夜
。
享
年

不
詳
で
あ
る
が
入
十
六
翁
と
惑
い
た
も
の
が
あ
る
。

そ
の
箸
に
去
衆
文
・
都
の
花
め
ぐ
り
が
あ
る
。

ホ
ソ
グ
チ
細
ロ
鹿
島
郡
矢

m郷
に
臨
す
る
部

宮
前
。ホ

ソ
ダ
細
田
岡
主
部
下
山
の
内
の
小
字
。

ホ
ソ
ツ
ポ
細
坪
江
沼
郡
商
，
庄
じ
鴎
ず
る
部

第
。
江
沼
志
稿
に
、
管
一
一
何
故
あ
り
て
越
後
に
赴
き

新
出
を
拓
い
た
が
、
そ
の
時
隠
残
っ
た
明
観
・
胴
丸

二
人
の
屋
敷
跡
と
い
ふ
も
の
が
今
に
存
す
る
と
記
す

る。ホ
ソ
ツ
ボ
ガ
ハ
細
揮
川
江
沼
郡
剣
坤
領
櫛
谷

か
ら
出
で
、
熊
坂
・
大
型
寺
山
田
町
領
を
経
て
大
型

寺
に
歪
り
、
一
一
一
枚
掃
の
下
で
大
型
寺
川
に
注
ぐ
。

ホ
y
J
細
野
鳳
至
郡
波
志
借
の
内
の
小
宰
。

ホ
ソ
ノ
イ
シ
細
野
宿
鳳
軍
部
俊
志
借
か
ら
産

ホ
シ
l
ホ
ツ

す
る
.
石
材
。
安
山
岩
質
凝
政
岩
で
、
黒
色
卸
石
疎
・
白

色
科
長
石
際
・
粒
山
肌
破
璃
長
石
等
を
凝
結
し
た
寧
ろ

集
塊
岩
に
近
〈
、
硬
く
し
て
脆
い
。

ホ
ソ
ノ
ウ
タ
ノ
ス
ケ
細
野
雄
策
助
旅
千
石
。

元
和
元
年
大
坂
役
に
出
陣
し
、
五
周
七
日
腕
を
莱
り

ざ
ま
に
大
身
の
鈴
に
て
、
ち
り
げ
の
顕
の
上
か
ら
胸

の
中
ま
で
突
か
れ
、
鎗
の
箆
首
が
折
入
っ
た
の
で
、

家
人
等
界
き
蹴
っ
た
が
、
十
六
日
死
亡
し
た
。
子
九

郎
右
衛
門
は
七
百
石
を
焚
け
、
寛
永
十
六
年
富
山
侯

の
従
隠
と
な
っ
て
子
孫
泌
綿
し
、
同
じ
く
分
家
網
野

線
丞
も
三
百
石
で
沼
山
務
に
誼
は
さ
れ
た
。

ホ
ソ
ヤ
細
屋
臨
軍
部
三
井
郷
に
鴎
ず
る
部
務
。

ホ
ソ
ヤ
細
屋
珠
洲
郡
正
院
郷
に
臆
す
る
部
落
。

実
正
五
年
三
局
十
五
日
附
上
杉
抑
制
信
の
依
悶
奥
右
衛

門
に
典
へ
た
知
行
腕
に
は
細
谷
村
と
し
て
ゐ
る
。

ホ
ソ
ヰ
ヤ
ザ
エ
モ
ン
細
井
掃
左
衛
門
天
正
十

三
年
前
間
利
家
に
仕
へ
て
百
依
を
焚
け
、
同
年
四
用

品
越
城
攻
撃
の
時
奮
戦
し
、
越
勝
倉
智
務
之
助
を
討

取
り
、
次
い
で
知
行
百
五
十
石
を
奥
へ
ら
れ
た
。
寛

永
入
年
夜
。
子
孫
枇
々
務
に
仕
へ
る
。

ポ
ダ
イ
菩
提
江
沼
郡
那
谷
谷
に
園
す
る
部
務
。

笈
憩
紀
闘
に
、
此
の
村
に
花
山
院
の
御
陵
が
あ
っ
て
、

普
よ
0
資
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
あ
る
が
、
府
議
で
あ

る
。
或
は
い
ふ
。
古
へ
こ
L
に
持
提
寺
と
い
ふ
が
あ

っ
た
か
ら
邑
名
が
起
っ
た
と
0
・
叉
笈
憩
紀
聞
に
、
菩

提
村
と
那
谷
村
と
の
境
に
質
感
の
首
塚
が
あ
り
、
寺

屋
般
の
跡
で
あ
る
と
記
す
る
。

ポ
ダ
イ
ゴ
Z

菩
提
起
江
沼
郡
菩
提
か
ら
能
美

郡
著
荷
谷
に
歪
る
峠
。
高
さ
=
=
一
一
回
米
。

ポ
ダ
イ
ジ
菩
提
寺
河
北
部
英
国
に
臨
す
る
部

稿
。
践
腐
の
調
書
に
、
こ
の
村
領
山
か
ら
切
石
を
出

す
が
、
紙
切
の
類
で
あ
る
と
記
す
る
。

J
ポ
ダ
イ
ジ

イ
ジ
菩
提
寺
石
。

ポ
ダ
イ
タ
イ
シ
菩
提
寺
石
河
北
郡
帯
提
寺
か

ら
産
す
る
石
材
。
輝
石
安
山
岩
質
凝
灰
岩
で
、
動
黄

緑
色
石
基
申
に
白
色
斜
長
石
の
騰
を
混
じ
、
融
制
限
い
。

ポ
ダ
イ
ジ
ヤ
マ
菩
提
寺
山
河
北
郡
菩
提
寺
部

務
の
商
に
在
っ
て
、
高
さ
ご
四
二
米
、
地
質
第
三
紀

居
。
山
頂
の
駿
雛
を
蛍
屋
敷
と
い
ひ
、
古
へ
樗
提
寺

の
あ
っ
た
腕
で
、
石
塔
一
基
・
塚
三
封
今
も
筒
存
す

る。ポ
タ
モ
チ
マ
ツ
日
牡
丹
餅
祭
江
沼
郡
大
型
寺

の
山
下
紳
祉
で
四
周
・
十
周
の
十
六
日
に
行
ふ
例
祭

を
い
ふ
。
氏
子
等
互
に
牡
丹
餅
を
贈
答
す
る
が
故
に

名
づ
け
る
。

ホ
タ
ル
イ
シ
盤
石
期
羽
咋
郡
質
建
山
の
中
院
長

期
仰
と
縛
す
る
谷
に
産
す
る
。
こ
の
蛍
石
は
、
賢
建
山

を
構
成
す
る
花
岡
閃
線
岩
の
製
鱒
を
充
損
し
て
、
取

濁
に
鍛
豚
を
つ
く
る
も
の
で
、
弗
化
.
右
民
を
溶
解
し

た
鎖
泉
の
沈
澱
に
よ
り
生
じ
た
の
で
あ
る
。

ホ
タ
ル
ノ
ヒ
カ
日
畿
の
光

J
ネ
ザ
メ
ノ
ホ
タ

ル
寝
箆
の
蛍
。

ポ
ツ
カ
イ
ノ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
鋤
海
の
来
朝
ハ
一

ν

航
路

l
揃
海
は
東
京
龍
原
府
を
出
で
、
務
ロ
佐
利
震

棒
か
ら
護
般
し
た
が
、
そ
の
航
路
常
に
一
定
不
畿
な

る
こ
と
を
得
ず
、
商
は
長
門
を
初
め
、
出
雲
・
但
馬
・

越
前
・
加
賀
・
能
鷲
・
佐
渡
か
ら
、
東
は
出
羽
に
主
る

聞
の
鹿
汎
な
る
日
本
海
岸
に
来
著
し
、
時
と
し
て
は

蝦
夷
に
来
悲
し
た
こ
と
さ
へ
も
あ
る
。
是
を
以
て
朝

廷
は
常
に
彼
等
に
封
し
て
太
宰
府
に
著
す
べ
き
こ
と

を
厳
命
し
給
う
た
に
拘
ら
ず
、
向
且
つ
北
陸
に
箸
岸

す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
理
聞
は
、
彼
等
が
自
闘
に
航

路
を
選
探
す
る
こ
と
困
難
で
、
潮
流
風
位
の
支
配
を

受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
亦
そ
の
航

路
を
誤
っ
た
知
〈
伴
っ
て
、
故
ら
に
提
絡
を
取
っ
た

に
も
よ
り
、
叉
能
登
が
速
く
海
上
に
斗
出
す
る
か
ら
、

之
を
目
標
と
す
る
の
使
宜
が
あ
っ
た
に
も
よ
る
と
思

は
れ
る
。
か
く
て
北
陸
箸
般
の
頗
繁
な
る
に
及
び
、

朝
廷
も
終
に
そ
の
事
情
を
察
し
て
之
を
承
認
す
る
に

歪
っ
た
も
の
弘
知
〈
、
能
管
・
加
賀
二
闘
は
、
越
前

と
共
に
樹
海
交
謡
史
上
重
要
の
地
位
を
占
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。

。
一
〉
越
前
と
勧
海

i
揃
・
海
来
朝
は
紳
泊
四
年
に
初
る

が
、
こ
は
加
賀
・
能
登
と
波
交
渉
で
あ
る
。
次
い
で

惇
仁
天
皇
天
平
賀
字
二
年
九
用
入
日
小
野
朝
巨
樹
海

よ
り
開
。
、
彼
の
大
使
紛
承
殴
以
下
廿
三
人
之
に
従

う
て
来
朝
し
た
の
で
、
越
前
凶
に
安
置
し
た
と
あ
り
、

笛
時
加
賀
は
越
前
に
臨
し
て
跨
た
が
、
そ
の
者
般
の

地
が
後
の
加
賀
で
あ
っ
た
か
否
か
を
知
ら
ぬ
。
此
の

時
鵠
承
鹿
の
濁
し
た
表
文
に
は
、
同
玉
大
欽
茂
自
ら

高
麗
正
と
欄
僻
し
て
ゐ
る
。
議
し
大
氏
は
も
と
高
血
か

ら
邸
た
故
で
あ
ら
う
。
是
よ
り
後
胤
史
に
腿
溺
・
海
と

高
踏
と
を
混
同
す
る
。

会
一
〉
主
新
簡
の
w
釈
明
l
天
平
賀
字
五
年
十
周
廿
ご
日

武
蹴
介
高
麗
朝
巨
大
山
を
謹
高
踏
伎
と
し
た
。
設
備

の
腕
は
拾
か
で
な
い
が
、
大
山
は
海
上
病
を
渡
し
、

佐
利
震
棒
に
到
っ
て
卒
し
た
。
六
年
十
周
一
行
は

伊
育
法
益
蹴
呂
に
率
ゐ
ら
れ
て
邸
り
、
湖
・
海
凶
使
一
十
一

新
罰
則
も
之
に
従
う
た
。
闘
っ
て
越
前
凶
加
賀
郡
に
安

置
せ
し
め
た
。
こ
は
そ
の
郡
家
を
し
て
供
給
接
待
せ

し
め
た
の
で
あ
ら
う
。
十
二
用
廿
五
目
玉
新
調
の
入

京
を
許
さ
れ
、
七
年
二
局
廿
日
間
刷
替
の
途
に
就
い
た

時
、
朝
廷
は
左
兵
衛
佐
板
誠
鎌
束
を
治
越
の
任
に
抱

ら
し
め
た
。
然
る
に
駕
般
の
構
造
が
良
く
な
か
っ
た

の
で
、
法
使
判
官
平
群
識
麻
呂
等
前
う
て
之
に
修
理

を
加
へ
、
次
い
で
銀
東
を
飴
聞
と
し
て
設
建
し
、
一
土

新
罰
則
を
詮
ら
し
め
た
。

ハ
四
)
蜜
底
面
刷
の
謀
者
l
光
仁
天
泉
貸
泊
二
年
六
用
品
"

七
日
樹
海
凶
使
登
高
蔚
等
出
現
凶
能
代
擦
に
著
し
た

七
五
三

圃圃


